
 

 

 

 

 

 

 

第 １ 号 

 

９月９日（ 月 ） 



 － 3 －

平成２５年第３回氷川町議会定例会会議録（第１号） 

 

平 成 ２ ５ 年 ９ 月 ９ 日 

午前１０時００分開会 

於   議  場 

１．議事日程（第１日目） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸般の報告 

 日程第 ４ 行政報告 

報告第 ３号 宮原まちづくり株式会社の経営報告について 

報告第 ４号 平成２４年度氷川町財政健全化判断比率等の報告につい

て 

 日程第 ５ 承認第 ４号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ６ 議案第３９号 氷川町子ども・子育て会議条例の制定について 

 日程第 ７ 議案第４０号 氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について 

 日程第 ８ 議案第４１号 氷川町文化財保護条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ９ 議案第４２号 氷川町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例について 

 日程第１０ 議案第４３号 氷川町下水道条例の一部を改正する条例について 

 日程第１１ 議案第４４号 平成２５年度氷川町一般会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第１２ 議案第４５号 平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

 日程第１３ 議案第４６号 平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について 

 日程第１４ 議案第４７号 平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第１５ 議案第４８号 平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第１６ 認定第 １号 平成２４年度氷川町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第１７ 認定第 ２号 平成２４年度氷川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算
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の認定について 

 日程第１８ 認定第 ３号 平成２４年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第１９ 認定第 ４号 平成２４年度氷川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第２０ 認定第 ５号 平成２４年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第２１ 認定第 ６号 平成２４年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

 

２．本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

３．出席議員は次のとおりである。（１１名） 

１番 三 浦 賢 治          ２番 田 中 照 男 

３番 江 嵜   悟          ５番 松 田 達 之 

６番 上 田 俊 孝          ７番 上 田 健 一 

１０番 吉 川 義 雄          １１番 有 田 芳 人 

１２番 片 山 裕 治          １３番 坂 本 悦 男 

   １４番 永 田 義 昭 

 

４．欠席議員（１名） 

１５番 笠 原 良 一 

 

５．職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名 

  事 務 局 長  陳 野 信 次     書 記  河 野 香 織 

 

６．説明のため出席した者の職氏名 

  町    長  藤 本 一 臣     教 育 長  廣 瀬   亀 

  総 務 課 長  河 崎 澄 男     企画財政課長  平   逸 郎 

  税 務 課 長  野 田 俊 明     町民環境課長  中 島   正 

  健康福祉課長  山 下   剛     農業振興課長  稲 田 和 也 

  農地整備課長  河 野 正 利     建設下水道課長  森 田 寿 也 

  総務振興課長  西 尾 正 剛     商工観光課長  前 田 昭 雄 
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  会 計 管 理 者  濤 岡 美智代     学校教育課長  今 田 辰 彦 

  生涯学習課長  木 本 栄 一     農業委員会事務局長  草 野 信 一 

  代表監査委員  遠 山 正 敬 

 



 － 6 －

開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（永田義昭君） 皆さん、おはようございます。 

本日は、笠原議長が欠席しておりますので、地方自治法第１０６条第１項の規定

により、副議長の私が議長の職務を行います。よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（永田義昭君） ただいまから平成２５年第３回氷川町議会定例会を開会しま

す。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○副議長（永田義昭君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定によって、２番、田中

議員、３番、江嵜議員を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○副議長（永田義昭君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月１７日までの９日間としたいと

思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○副議長（永田義昭君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から９月１７

日までの９日間に決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 諸般の報告 

○副議長（永田義昭君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   今回受理した請願・陳情等は、お手元に配りました請願・陳情等一覧表のとおり

です。 

この中で、８番、森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保の

ための意見書採択に関する陳情について及び９番、道州制導入に反対する意見書に

ついては、総務常任委員会に付託しましたので報告します。 

次に、補助金等交付団体監査並びに例月出納現金検査が実施され、その結果報告

書が提出されていますので報告します。 

次に、平成２５年第１回八代広域行政事務組合議会臨時会が開催され、会議資料
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が提出されていますので報告します。 

なお、この報告書及び会議資料は議会事務局に保管してありますので、ご自由に

閲覧願います。 

次に、８月５日に熊本県町村議会議長会正副議長研修会が熊本市で開催され、副

議長が出席しましたので報告します。 

これで、諸般の報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第４ 行政報告 

○副議長（永田義昭君） 日程第４、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。 

報告第３号、宮原まちづくり株式会社の経営報告について報告をお願いいたしま

す。 

総務振興課長。 

○総務振興課長（西尾正剛君） 報告第３号、宮原まちづくり株式会社の経営報告につ

いて、地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、平成２４年度宮原まちづく

り株式会社の経営状況について別紙のとおり報告いたします。 

なお、報告にあたりましては２ページから４ページまでは、２４年度の事業計画

書です。この報告は本来でしたら、２４年度の結果報告書を添付すべきと思われま

すが、報告規定では自治法の施行令１７３条に、毎事業年度の事業の計画及び決算

に関する書類という規定になっております。そういうことから、当初の計画と見比

べていただきながら口頭での事業実績報告という形になりますので、あらかじめご

了承いただきたいと思います。 

資料２枚めくっていただきまして、２ページをご覧ください。活動報告の①イベ

ント事業等ですが、ＴＭＯ主催のイベントや中心市街地で行われる既存の地蔵まつ

りなどのイベントは、観光物産協会及び商工会との連携を密にしてお互いの相乗効

果が得られるような取組を行いました。また、まちつくり酒屋でジャズライブを開

催し、多くの来館者がありました。そのほか、おもての間を利用した作品展を１２

回及びものづくりの体験講座を９回実施し、来客及び喫茶等の売上げ増につながっ

ております。 

２月９日から３月２４日までのひな祭り展では、町内外から保育園や福祉施設な

どからリピーターも含め、毎年来客数が伸びております。今期は１１回目を迎えま

したが、干支の飾り物をはじめとした作品の展示や、十二単の試着体験を子供たち

や大人向けに実施し、そのほか、エイサの披露、おやじライブを行った結果、期間

中には９,３６１名の来場者があり、過去最高の来場者でありました。このこと
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は、氷川町のＰＲに大いに貢献できたとともに、来場者の増加で当社の売上げ増に

もつながりました。なお、恒例となりましたわらしべ市は１２月９日に開催し、全

国各地のご当地品をはじめ、商工会会員の物産販売を通じ、中心市街地の活性化を

図ることができました。 

②のエコショップ運営事業ですが、ＥＭ発酵液のこれまでの普及活動を踏まえて

新規の利用者拡大を目指し、利用促進を図ることにより、環境学習の一環として町

内小中学校や八代市、芦北町、水俣市の小学校の一部で普及しています。また、町

内では老人会や子ども会を含む地域団体で活用されるなど、利用が定着していま

す。 

３ページの③まちづくり応援団支援事業につきましては、今期においては商工会

が氷川公園に子どもから大人まで幅広い世代に人気のあるキャラクター、スヌーピ

ー、キティちゃんのイルミネーションを行いましたが、その支援を行い、また、宮

原・竜北初市の公募周知の新聞折込み、おやじライブ活動などの活用がありまし

た。恒例となりました氷川公園のイルミネーション事業は、話題性があり中心市街

地のにぎわいに貢献できたと思います。 

④の請負事業は、平成２２年４月より八代生活環境事務組合クリーンセンター内

の不燃物処理事業を請負として、契約を行っており、７名の社員で行っておりま

す。 

次に、当期の収支についてご報告いたします。７ページの損益計算書でご説明し

たいと思います。右側の数字をご覧ください。営業収益は、２,７６６万８,８８３

円で、前期に比べ約５万円の減額となりました。一方、営業費用は、売上原価が２

９４万６,４０３円、販売費及び一般管理費が２,３５３万９,８３７円となり、こ

れを合わせて２,６４８万６,２４０円。これは前期に比べると、約２５万円の減額

になります。１番上の営業収益から営業費用を引きましたら、１１８万２,６４３

円。これは前期と比較すると、約１９万円の増となります。この営業収益１１８万

２,６４３円に営業外収益を加えた税引き前の当期純利益は、下から３行目です

が、１１８万４,６０９円となります。これに対します法人税等が、その下の３５

万６,４００円で、当期純利益は、一番下の８２万８,２０９円となります。 

収入の主なものといたしましては、最後の１０ページをご覧ください。第１１期

まち（株）収支決算書を付けております。上から、喫茶や物販販売等の売上げで、

合計しますと３８８万円、まちつくり酒屋管理委託料で３５１万７,０００円、ク

リーンセンターの請負業委託料の１,９９１万４５０円となっております。支出の

主なものは、社員の人件費で福利厚生費も合計いたしますと、中ほどの今期決算額

ですが、２,０５１万３,７１９円、物産の仕入れで２９４万６,４０３円となって



 － 9 －

おります。 

次に、前の８ページをご覧ください。株主資本等変動計算書です。この右から４

列目ですが、利益余剰金の合計欄ですが、一段目が当期首残高で３１５万４,０８

０円、その２つ下ですが、当期純利益が８２万８,２０９円、これを加えまして、

一番下ですが、３９８万２,２８９円となっております。 

以上、平成２４年度宮原まちづくり株式会社の経営報告にかえさせていただきま

す。 

○副議長（永田義昭君） 報告第４号、平成２４年度氷川町財政健全化判断比率等の報

告について報告をお願いします。 

企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 報告第４号、平成２４年度氷川町財政健全化判断比率

等の報告についてご説明をいたします。 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定により、平成２４年度氷川町財政健全化判断比率等について、別紙のとおり報告

いたします。 

次のページをお開きください。平成２４年度氷川町健全化判断比率等の数値を記

載しております。この報告は町の財政状況を国が示す統一的な指標で明らかにし、

財政の健全化や再生が必要な場合に迅速な対応が取られるようにと関係書類を監査

委員の審査に付し、その意見を付けて議会に報告するものでございます。早期健全

化基準とは、市町村の財政規模に応じて、政令で定めた基準でありまして、これを

超えた場合は財政健全化計画の策定が義務付けられ、外部監査の導入や起債借入等

にさまざまな制約がつくことになります。氷川町の比率でありますが、実質赤字、

それから連結実質赤字がなかったことから、ハイフンで表示をしております。 

次に実質公債比率は１２.０％でありまして、早期健全化基準の範囲内にありま

す。２３年度が１３.５％、２２年度が１４.６％でありましたので、年々減少をし

ております。主な要因は、防災行政無線整備事業及び常葉保育所事業に係る一般単

独事業債等の償還完了に伴う元利償還金の減少によるものです。将来、負担比率

は、１９.６％です。これは、地方債等の負債の残高を町の財政規模に対する割合

で示したものです。２３年が２９.６％、２２年が７７.２％と、これも年々減少を

しております。要因は定期償還による八代生活環境事務組合負担金等の見込額の減

少、財政調整基金への積立やふるさと振興基金の計上による充当可能基金の増加に

よるものです。 

次に平成２４年度氷川町資金不足比率でありますが、下水道事業会計、宅地会計

事業会計とも資金不足がなかったためハイフンで表示をしております。 
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以上で、報告を終わります。 

○副議長（永田義昭君） これで、行政報告を終わります。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第 ５ 承認第 ４号 専決処分の報告及び承認について 

 日程第 ６ 議案第３９号 氷川町子ども・子育て会議条例の制定について 

 日程第 ７ 議案第４０号 氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例について 

 日程第 ８ 議案第４１号 氷川町文化財保護条例の一部を改正する条例について 

 日程第 ９ 議案第４２号 氷川町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を

改正する条例について 

 日程第１０ 議案第４３号 氷川町下水道条例の一部を改正する条例について 

 日程第１１ 議案第４４号 平成２５年度氷川町一般会計補正予算（第２号）につい

て 

 日程第１２ 議案第４５号 平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）について 

 日程第１３ 議案第４６号 平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）について 

 日程第１４ 議案第４７号 平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について 

 日程第１５ 議案第４８号 平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について 

 日程第１６ 認定第 １号 平成２４年度氷川町一般会計歳入歳出決算の認定につい

て 

 日程第１７ 認定第 ２号 平成２４年度氷川町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第１８ 認定第 ３号 平成２４年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算の認

定について 

 日程第１９ 認定第 ４号 平成２４年度氷川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の

認定について 

 日程第２０ 認定第 ５号 平成２４年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決算

の認定について 

 日程第２１ 認定第 ６号 平成２４年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算の認定について 

○副議長（永田義昭君） 日程第５、承認第４号、専決処分の報告及び承認についてか
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ら、日程第２１、認定第６号、平成２４年度氷川町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についてまでを一括議題といたします。 

町長の提案理由の説明を求めます。 

町長。 

○町長（藤本一臣君） 皆様、おはようございます。心配しておりました台風１５号、

及び１７号も被害もなく通過をいたしました。胸をなでおろしているところであり

ます。また、二十四節気の一つ白露を過ぎまして、朝夕はめっきり秋の気配を感じ

るころとなりました。議員各員には日々ご健勝にてご活躍のこととお慶びを申し上

げます。 

本日は、平成２５年第３回氷川町議会定例会を招集をいたしましたところ、皆様

方には大変お忙しい中にお繰り合わせご出席をいただきまして誠にありがとうござ

います。また、日頃より町政の運営にあたりまして格段のご支援とご協力をいただ

いております。心より感謝とお礼を申し上げる次第であります。 

また、笠原議長様が、けがで今入院治療中というふうにお聞きをいたしました。

一日も早い回復を願うものでございます。 

さて、今年の梅雨は例年より短く、町内におきましても豪雨による大きな被害は

発生をいたしませんでしたが、台風等の影響によりまして集中豪雨による一部床下

浸水や圃場の冠水がみられました。しかしながら、大事には至らず、安どをしたと

ころであります。一方、国内に目を転じますと、豪雨災害、あるいは竜巻による大

規模な被害が発生をいたしておりまして、被災をされました皆様方に心よりお悔や

みとお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧を願うものでございます。

これからは、本格的な台風のシーズンを迎えます。常に緊張感をもって対応してま

いりたいと考えております。平成２５年度も５カ月を経過をいたしましたが、主な

事業の進捗状況につきまして、ご報告をまずさせていただきたいと思います。 

道路改修工事及び下水道事業工事につきましては、既に着工いたしておりまし

て、一部では工事を完了した箇所もございます。氷川中学校校舎並びに竜北中学校

体育館の耐震補強大規模改造工事につきましても、それぞれ解体工事が完了いたし

まして、耐震補強工事に着手をいたしております。計画どおり進捗をしているとい

うところでございます。 

宮原振興局並びに八火図書館新築工事につきましては、現在、旧議会棟の改修工

事を施工いたしております。今後は、宮原振興局事務所の移転並びに本館の解体工

事という運びになってまいります。宇城氷川スマートインターチェンジ整備事業に

つきましては、用地買収が完了した部分から、暫時工事に着手をいたしておるとこ

ろであります。本年度からの新規事業でありますい業機械再生支援事業につきまし
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ては、８月末現在で４６件、金額にいたしまして、５２６万円の助成を行っており

ます。予算の執行率にいたしまして５８.４％という状況でございます。機械の延

命化とともに生産性の向上に大いに役立っているというふうに感じております。農

業基盤整備事業につきましては、暗渠排水、客土工事につきまして、受益者より施

工予定時期の希望を聞き、分割をして暫時整備を行っております。暗渠排水が８３

％、客土工事が７７％の進捗率でございます。また、鹿島・西野津地区の排水路改

修及び栫地区のため池、取水口の改修につきましては、設計がすでに終わっており

ます。稲刈りが済みました後に、施工をしたいというふうに考えておりまして、地

元の皆様方と調整を図っているところでございます。農業排水対策につきまして

は、基幹排水路の氷川排水機場から永島樋門までの浚渫を行いました。相応の効果

があったものというふうに考えております。抜本的な課題解決への方針がほぼ決ま

りましたので、今事業化に向けまして県との調整を行っているところでございま

す。献穀事業につきましても、順調に米と粟が生育をいたしておりまして、天候の

関係で生育が早うございまして、予定を繰り上げまして、今月２８日には収穫行事

であります抜穂祭を挙行する予定といたしております。昨年度から取り組んでおり

ます住宅リフォーム事業につきましても、本年度も利用が多ございます。９月４日

現在で申請件数５８件、補助金額にいたしまして９５５万２,０００円、実工事費

総額では約８,０００万円というふうになっておりまして、相応の経済効果を生ん

でいると感じております。一方、住宅用新エネルギー等導入促進事業につきまして

は、太陽光発電が２件、太陽熱活用事業が３件ということでございまして、こちら

のほうは利用が若干少ない状況でございます。今後とも事業の推進に努めてまいり

たいというふうに考えております。大空町との交流事業につきましては、７月２５

日から２９日までの５日間、本町の中学２年生１６名を派遣をいたしました。ま

た、８月２４日から２７日までの４日間、農業後継者４名を大空町へ研修派遣を行

ったところであります。友好の絆を深めていただいたものと思っております。今月

２６日から２９日までは大空町から東藻琴高校生が農業研修で本町に来町いたしま

す。心より歓迎をし、友好の絆を深めていきたいというふうに思っております。昨

日は町内の２つの中学校の体育大会が開催をされました。議員各位におかれまして

も、早朝より応援をいただきありがとうございました。生徒諸君の輝く瞳、一生懸

命に取り組む姿勢を目の当たりにいたしまして、大いに感動をしたところでござい

ます。そして、時代を担う子どもたちのためにも、今を生きる私ども大人の責務と

いたしまして、より氷川町を発展させ、彼らに受け継いでいかなければならないと

いう決意を新たにしたところであります。 

さて、本定例会に提案をいたしております案件は報告２件、承認１件、条例の制
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定及び一部改正５件、平成２５年度一般会計及び特別会計補正予算５件、平成２４

年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算の認定６件でございます。 

報告第３号、報告第４号につきましては、先ほど担当課長からご報告をしました

とおりでございます。 

承認第４号は、氷川町一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正

する条例につきまして、地方自治法第１７９条第１項の規定により専決処分をいた

しましたので、報告をし承認を求めるものでございます。内容といたしましては、

給与減額の特例措置を時間外勤務手当の算出基礎額にも適応させるための条例の一

部改正でございます。 

議案第３９号は、子ども・子育て支援法に基づき氷川町子ども・子育て会議を設

置するため、その組織及び運営について必要な事項を定める条例の制定でございま

す。 

議案第４０号は、子ども・子育て会議を設置するのに伴い、氷川町報酬及び費用

弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。 

議案第４１号は、氷川町文化財保護条例に基づく罰則を適用させるため条例の一

部を改正するものでございます。 

議案第４２号は、熊本県ひとり親家庭等医療費助成事業費補助金交付要領の一部

改正に伴い、氷川町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正するもの

でございます。 

議案第４３号は、水質汚濁防止法施行令の改正に伴い、氷川町下水道条例の一部

を改正するものでございます。 

議案第４４号は、平成２５年度氷川町一般会計補正予算（第２号）でありまし

て、歳入歳出それぞれ１億６,４８３万３,０００円を追加をし、歳入歳出の総額を

それぞれ６２億９,４２５万４,０００円とするものでございます。歳入の主な予算

といたしましては、国庫補助金８,４２３万３,０００円、県支出金１,４５１万５,

０００円、繰越金５,７４４万５,０００円、町債５１０万円で歳出の主な予算は農

林水産業費９,９５３万円、その主な事業項目は農業基盤整備促進事業費でありま

す。土木費３,１３７万１,０００円、その主な事業項目は、地区要望に伴う町道の

維持修繕事業費でございます。教育費１,３４８万４,０００円、その主な事業項目

は学校給食調理場の施設改修及び備品購入費並びに教育関連施設の修繕費でござい

ます。 

議案第４５号は、平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

でありまして、歳入歳出それぞれ２,８５５万２,０００円を追加をし、歳入歳出総

額それぞれ２０億１,０３７万１,０００円とするものでございます。歳入の主な予
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算といたしまして、繰越金２,８５５万２,０００円、歳出の主な予算は平成２４年

度分の国・県への償還金でございます。 

議案第４６号は、平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）でございまして、歳入歳出それぞれ２６万８,０００円を追加をし、歳入歳出

総額それぞれ１億５,３０５万２,０００円とするものでございます。歳入の主な予

算は、繰越金２６万８,０００円で、歳出の主な予算は保険料還付金でございま

す。 

議案第４７号は、平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）であ

りまして、歳入歳出それぞれ２４０万２,０００円を追加をし、歳入歳出総額それ

ぞれ１３億６,６６９万１,０００円とするものでございます。歳入の主な予算とし

て繰越金２４０万２,０００円、歳出の主な予算は平成２４年度分地域支援事業交

付金の返還金でございます。 

議案第４８号は、平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）で

ありまして、歳入歳出それぞれ１８万２,０００円を追加し、歳入歳出総額それぞ

れ７億７,２８７万６,０００円とするものでございます。歳入の主な予算といたし

まして、繰越金１８万２,０００円で、歳出の主な予算は旅費及び備品購入費でご

ざいます。 

認定第１号から認定第６号までが、平成２４年度一般会計並びに特別会計の歳入

歳出決算の認定につきまして、監査委員の意見書及び主要施策の成果に関する調書

を添付をし、認定に付すものでございます。 

以上、簡単にご説明申し上げましたが、具体的な内容につきましては、担当課長

に説明をさせますので、よろしくご審議をいただき、円満なご決定とご承認をいた

だきますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○副議長（永田義昭君） これから、承認第４号から認定第６号まで一括で関係課長の

説明を求めます。要点を踏まえ簡潔に説明してください。 

総務課長。 

○総務課長（河崎澄男君） 承認第４号、専決処分の報告及び承認について、地方自治

法第１７９条第１項の規定により専決処分にした事件について、同条第３項の規定

により別紙のとおり報告し、承認を求めるものでございます。これは氷川町一般職

の職員の給与の臨時特例に関する条例の一部を改正する条例の専決処分でありまし

て、専決処分の日は平成２５年８月１日であります。内容は国家公務員の給与減額

支給措置を踏まえ、職員の給与を７月から減額して支給していますが、時間外手当

にも適応する必要があるため改正するものでございます。また、その他字句の訂
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正、加筆等も含めて一部改正をいたしました。なお、８月から施行する必要があ

り、時間的余裕がなかったため、専決処分に付したものでございます。 

次に、議案第３９号、氷川町子ども・子育て会議条例の制定について、氷川町子

ども・子育て会議条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の

規定により、議会の議決を求めるものでございます。改正理由でありますが、平成

２７年度施行の子ども・子育て支援新制度に伴い、今年度ニーズ調査、来年度計画

策定を行うにあたり、内容、審議及び施行後の進捗管理等に必要なため条例を制定

するものでございます。 

次に、議案第４０号、氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条

例について、氷川町報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を別紙の

とおりに制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。改正理由でありますが、子ども・子育て会議設置に伴い、

同会議委員の報酬を項目追加して定めるものでございます。 

次に、議案第４１号、氷川町文化財保護条例の一部を改正する条例について、氷

川町文化財保護条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治

法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。改正理由

でありますが、条例中、処罰対象行為の一部につき罰則が適用できない不備がある

との熊本中央検察庁からの指摘を受け、条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議案第４２号、氷川町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改

正する条例について、氷川町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例の一部を改正

する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６条第１項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。改正理由でありますが、熊本県ひとり親家

庭等医療費助成事業費補助金交付要領の一部改正、これは児童扶養手当は父または

母がＤＶ防止法による保護命令を受けた場合には、直ちに支給対象とすることに改

められたことに伴い、条例の一部を改正するものでございます。 

次に、議案第４３号、氷川町下水道条例の一部を改正する条例について、氷川町

下水道条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定するため、地方自治法第９６

条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。改正理由でありま

すが、水質汚濁防止法施行令の改正に伴い、下水道法施行令の一部が改正され、下

水道へ排除される水質の基準に追加があったために、条例の一部を改正するもので

あります。 

以上です。 

○副議長（永田義昭君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 議案第４４号、平成２５年度氷川町一般会計補正予算
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（第２号）についてご説明いたします。 

まず、開けていただきまして、１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算

の総額に歳入歳出それぞれ１億６,４８３万３,０００円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ６２億９,４２５万４,０００円とするものです。 

まず、５ページをご覧ください。債務負担行為補正の提出がございます。庁務手

等の業務委託関係で２６年度から２８年度で限度額が１億９,９２６万２,０００円

となります。４月１日には委託契約を執行いたしますので、事前に仕様の決定、入

札等の業務を行う必要があるためです。 

次に、歳出の主なものをご説明いたします。１２ページをお開きください。１

５、１３振興局費、１１節需用費、修繕料２２４万５,０００円は、情報銀行への

事務所移転が主なものです。３０目電子計算費、１１節需用費２１５万９,０００

円は、宮原振興局改築に伴う基幹系及び情報系のネットワークの改修費用です。 

次に、１３ページです。１５、５、１０老人福祉費、１９節負担金補助及び交付

金７５０万円は、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金の追加分です。 

次に、１４ページです。２５、１０予防費、２３節償還金利子及び割引料２６３

万９,０００円は、２４年度子宮頸がん等のワクチン補助金の返還金です。 

次に、１５ページです。２５、５、２５農地費、１３節委託料９８０万円は、若

洲排水機場及び西野津・堺丸地区排水路改修設計委託料です。１５節、工事請負費

８２０万円は若洲排水機場の機器の改修工事費です。１９節負担金補助及び交付金

は、農業基盤整備促進事業補助金として、暗渠排水５２.６ヘクタールの整備費７,

８９０万円を計上しております。 

次に、１６ページです。３５、１０、１０道路維持修繕費、１１節需用費８２０

万円は、町道修繕としまして１４カ所の修繕費です。 

次に、１７ページです。１５節工事請負費１,０９５万２,０００円は、３路線の

町道補修工事です。１３節委託料５０９万３,０００円は、町道丸尾グランド鳶巣

線及び町道旧国道２号線、これは宮原振興局前の町道の道路設計委託料です。 

次に、２１ページです。４５、２５、１０保健体育施設費、１１節需用費１７８

万５,０００円は、宮原体育館の南側窓のシーリング劣化による雨漏りの修繕費で

す。１８節備品購入費３４４万９,０００円は、給食施設の温水ボイラーの劣化に

より交換を予定をしております。 

次に、歳入をご説明いたします。９ページをご覧ください。６５、１０、２０農

林水産業費国庫補助金、５節農業費補助金８,７９０万円は農業基盤整備促進事業

補助金として、若洲排水機場及び暗渠排水等の整備費分です。 

次に、１０ページです。７０、１０、１０民生費県補助金、５節社会福祉費補助
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金７５０万円は、介護基盤緊急整備特別対策事業補助金の交付決定額の差額分を計

上しております。 

次に、１１ページです。９０、５、５繰越金、５節前年度繰越金５,７４４万５,

０００円は、歳入の財源として、繰越金を充てております。 

以上で、議案第４４号の説明を終わります。 

○副議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 議案第４５号、平成２５年度氷川町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）について説明いたします。 

平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）を別紙のとおり定

めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

次のページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ２,８５５万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２０億１,０３７万１,０００円とするものでございます。 

４ページをお願いいたします。債務負担行為補正でございます。特定保健指導事

業業務委託で、管理栄養士１名の分を平成２６年度から平成２８年度までの３年

間、限度額１,１４２万１,０００円とするものでございます。 

歳出８ページをお願いいたします。主な補正としましては、４５款諸支出金、５

項償還金及び還付加算金、１５目償還金、２３節償還金利子及び割引料２４１万

７,０００円につきましては、平成２４年度特定健診負担金の返還金１１万６,００

０円と平成２４年度退職者医療療養給付費等交付金返還金２３０万１,０００円で

ございます。２０目国庫支出金返還金、２３節償還金利子及び割引料２,６０２万

７,０００円につきましては、平成２４年度特定健診負担金返還金１１万６,０００

円と平成２４年度療養給付費等負担金返還金２,５９１万１,０００円でございま

す。 

歳入７ページをお願いいたします。４５款繰越金、５項繰越金、５目療養給付費

交付金繰越金、５節療養給付費交付金繰越金で、２３０万１,０００円と、１０目

その他繰越金、５節その他繰越金に２,６２５万１,０００円を計上しております。 

以上で、議案第４５号、平成２５年度氷川町国民健康保険特別会計補正予算（第

２号）についての説明を終わります。 

次に、議案第４６号、平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）について説明いたします。平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正

予算（第１号）を別紙のとおり定めるため、地方自治法第９６条第１項の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 
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次のページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ２６万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入

歳出それぞれ１億５,３０５万２,０００円とするものでございます。 

主なものをご説明いたします。歳出７ページをお願いいたします。２０款諸支出

金、５項償還金及び還付加算金、５目保険料還付金、２３節償還金利子及び割引料

１８万円につきましては、過年度保険料の還付金でございます。 

歳入６ページをお願いいたします。２５款繰越金、５項繰越金、５目繰越金、５

節繰越金に歳出合計と同額の２６万８,０００円を計上しております。 

以上で、議案第４６号、平成２５年度氷川町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）についての説明を終わります。 

次に、議案第４７号、平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２号）

について説明いたします。平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２

号）を別紙のとおり定めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の

議決を求めるものでございます。 

次のページをお願いいたします。歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ２４０万２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１３億６,６６９万１,０００円とするものでございます。 

４ページをお願いいたします。債務負担行為補正でございます。介護認定訪問調

査業務委託で、期間は平成２６年度から２８年度までの３年間、限度額は１,６６

０万円です。訪問調査員２名の分を計上しております。 

歳出８ページをお願いいたします。３５款諸支出金、５項償還金及び還付加算

金、１０目償還金、２３節償還金利子及び割引料、２４０万２,０００円につきま

しては、平成２４年度地域支援事業交付金返還金でございます。 

歳入７ページをお願いいたします。４５款繰越金、５項繰越金、５目繰越金、５

節繰越金で、歳出と同額の２４０万２,０００円を計上しております。 

以上で、議案第４７号、平成２５年度氷川町介護保険特別会計補正予算（第２

号）についての説明を終わります。 

○副議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） 平成２５年度下水道事業特別会計補正予算（第１

号）につきましてご説明申し上げます。 

平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１号）を、別紙のとおり定

めるため、地方自治法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求めるものでご

ざいます。 

開けていただきまして、１ページをご覧ください。第１条、歳入歳出予算の総額
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は歳入歳出それぞれ１８万２,０００円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ７億

７,２８７万６,０００円とする予算でございます。 

補正の内訳といたしましては、歳出の７ページをご覧ください。５款５項の公共

下水道事業費、５目総務管理費の９節旅費の特別旅費でございます。日本下水道事

業団の研修センターでの研修旅費でございまして、１２万９,０００円の予算を補

正するものです。もう一つは１８節の備品購入費でございます。カメラが故障し、

使用できなくなったためデジタルカメラの１台の購入費５万３,０００円を補正す

るもので、合計の１８万２,０００円を補正するものでございます。 

歳入につきましては、６ページをご覧ください。歳出に合わせた２５款５項５目

５節の繰越金により１８万２,０００円を補正するものでございます。 

以上で、議案第４８号、平成２５年度氷川町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）について説明を終わらせていただきます。 

○副議長（永田義昭君） それでは、ここで１０分間休憩いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１１時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（永田義昭君） 休憩前に引続き、会議を開きます。 

企画財政課長。 

○企画財政課長（平 逸郎君） 認定第１号、平成２４年度氷川町一般会計歳入歳出決

算の認定についてご説明いたします。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度氷川町一般会計歳入歳

出決算を別紙監査委員の意見を付して議会の認定に付するものでございます。決算

の認定につきましては、お配りしております別冊の資料、平成２４年度における主

要な施策の成果に関する調書の中で事業の内容等を詳しく記載をしております。ま

た、決算審査がございますので決算の概要についてのみご説明させていただきま

す。 

決算書歳入の部、３、４ページをご覧ください。５５款分担金及び負担金の分担

金で、予算現額と収入済額に３,５９１万１,００８円の差がありますが、農業体質

強化基盤整備促進事業分で２５年度に繰り越したためです。また、負担金で９５万

５,８５０円の収入未済は保育料となります。６５款国庫支出金国庫補助金で、予

算現額と収入済額に６億２,８００万円ほどの差がございます。これは、６月定例

会の際、繰越明許費繰越計算書でご説明しました２５年度への繰越事業にかかるも

のです。 
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続きまして、５、６ページをご覧ください。９９款町債で、予算現額と収入額と

の差、３億１,７５０万円は繰越事業にかかる部分と実際の起債借入額の差額の合

計額です。 

以上で、歳入につきましての説明を終わります。 

次に、歳出７、８ページをご覧ください。２５款農林水産業費翌年度繰越額４億

２,５２２万円は、農業体質強化基盤整備促進事業分です。３５款土木費、翌年度

繰越額２億９,１２１万４,７５８円は町道吉本本山線改良事業分です。 

次に９、１０ページです。４５款教育費翌年度繰越額２億４,４４６万９,０００

円は、竜北中学校体育館耐震及び大規模改造事業分です。 

１２ページ以降の事項別明細書につきましては、審査の中で個々の説明を行いた

いと思います。 

続きまして、１４７ページをご覧ください。実質収支に関する調書であります。

歳入総額６７億５,７１９万５,７１５円、歳出総額６３億４,４４１万４,３１４

円、歳入歳出差引額４億１,２７８万１,４０１円、翌年度へ繰越すべき財源、繰越

明許費繰越額６,４５２万３,０００円、実質収支額は繰越財源を控除しますので、

３億４,８２５万８,４０１円となります。実質収支のうち、地方自治法第２３３条

の２の規定による基金繰入額はゼロ円であります。 

次に、財産に関する調書でありますが、１４９ページ、１５０ページの公有財産

の総括表でご説明いたします。まず、行政財産、学校で、建物の非木造の面積がマ

イナス６２平米となっておりますが、竜北東小の庁務手用の建物の解体分です。 

次に、公園及びその他の施設の土地面積が７万６２６平米ほど増加しております

が、これは土地開発基金の財産から行政財産に移行したもので、立神峡里地公園、

野津交流館駐車場等の分が主な理由です。 

次に、１５７ページです。出資による権利は、八代ふるさと市町村圏基金１億９

８７万２,０００円がゼロになっております。これは、広域行政事務組合の解散に

伴い、本年３月に出資金が町に返金されております。 

次に、１５９ページです。基金の財政調整基金は、八代ふるさと市町村圏基金の

返金等もあり、１億円を積み増しております。なお、合併振興基金はソフト事業に

充当し、竜北物産館運営基金はポスシステムの購入費の財源としており、ふるさと

氷川応援基金は寄附者が希望された６つの事業に活用をしております。新規の基金

として、熊本県のふるさと市町村圏基金を財源とし、ふるさと振興基金を創設いた

しました。これは、主に人材育成事業等に活用したいと考えております。 

最後に１６１ページ。土地開発基金運用調書でありますが、八代ふるさと市町村

圏基金の返金を財源とし、土地開発基金の財産であった土地を行政財産に移行して
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おります。よって基金残高が１億１,１５１万１,８２９円となっております。 

以上で、平成２４年度氷川町一般会計歳入歳出決算書の説明を終わります。 

○副議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 認定第２号、平成２４年度氷川町国民健康保険特別会

計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度氷川町国民健康保険特

別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付するものでご

ざいます。 

決算書の３１ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額が２１億４,４９０万４,２５９円です。歳出総額２０億１,８４７万４,９

５６円、歳入歳出の差引額が１億２,６４２万９,３０３円となっております。５番

目に実質収支額としております１億２,６４２万９,３０３円でございます。 

歳入の主なものをご説明いたします。１２ページをお願いいたします。款の５国

民健康保険税でございます。収入済額が４億５,７７７万３,４６３円、不納欠損額

が２４９万７,６１３円、収入未済額が６,８６６万７,９７３円となっておりま

す。 

歳出の主なものでございます。２０ページをお願いいたします。款の１０保険給

付費でございます。支出済額が１２億８,８８８万４,９４１円となっております。 

続きまして、認定第３号、平成２４年度氷川町介護保険特別会計歳入歳出決算の

認定についてご説明いたします。決算書の５９ページをお開けいただきたいと思い

ます。実質収支に関する調書でございます。歳入総額が１２億６,９６４万６,３３

４円、歳出総額１１億７,１４５万６,７６３円、歳入歳出の差引額が９,８１８万

９,５７１円でございます。５番目の実質収支額も同額でございます。 

歳入の主なものをご説明いたします。４２ページをお開けいただきたいと思いま

す。款の５保険料です。収入済額が２億１,３９９万７,８６０円、不納欠損額が２

９７万８,０００円、収入未済額３７７万９４０円です。 

歳出の主なものとしましては、５２ページをお開けください。款の１０保険給付

費でございます。支出済額が１１億４４８万６,６２４円となっております。 

以上です。 

○副議長（永田義昭君） 建設下水道課長。 

○建設下水道課長（森田寿也君） それでは、平成２４年度氷川町下水道事業決算につ

きまして説明をいたします。 

認定第４号、平成２４年度氷川町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定でござ

います。歳入歳出決算書綴りの６７ページから６８ページをご覧ください。歳入で
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ございます。５款分担金負担金の５項分担金、５目分担金におきまして、収入未済

額が１,２８２万６,１００円でございます。１０款使用料及び手数料の使用料にお

きまして、５項使用料、５目下水道使用料でございますが、１,１７３万４,２７０

円の収入未済額があっております。 

続きまして、歳出でございます。７１ページから７２ページをご覧ください。歳

出につきましては、５款公共下水道事業費、５項公共下水道事業費におきまして

は、１,４８２万８８円の不用額が生じております。 

７５ページから７６ページをご覧ください。１０款個別排水処理事業、５項個別

排水処理事業につきましては、４７万９,０１８円の不用額が生じております。１

５款公債費、５項公債費につきましては、３０万２,１７６円の不用額が生じてい

るところでございます。２０款予備費、５項予備費では、支出があっておりません

ので、当初予算額の５０万円が不用額となっております。 

続きまして、実質収支についてご説明いたします。７７ページをご覧ください。

歳入総額８億２,４６８万９,０５３円、歳出総額８億７２９万２,７１８円で、歳

入歳出差引額が１,７３９万６,３３５円でございます。実質収支額も同額でござい

ます。７９ページから８０ページまでは公有財産に関する調書が記載されています

ので、ご覧いただきたいと存じます。 

続きまして、認定第５号、平成２４年度氷川町宅地開発事業特別会計歳入歳出決

算の認定につきまして説明いたします。 

歳入歳出決算書綴りの９０ページ、９１ページをご覧ください。まず、歳入でご

ざいますが、主に１０款繰入金、３項一般会計繰入金の収入済額が３,８３８万３,

３８５円と１５款繰越金、５項繰越金の収入済額が１,１７８万２,７３９円となっ

ております。収入合計といたしましては、４,０１６万６,８６４円で、予算現額と

収入済額との比較では、２万３,８６４円の増となっております。 

続きまして、歳出でございます。９２ページ、９３ページをご覧ください。それ

ぞれの款におきまして、大きく不用額が生じた項目がございませんので、説明を省

略させていただきたいと存じます。 

続きまして、実質収支についてご説明いたします。９４ページをご覧ください。

歳入総額４,０１６万６,８６４円、歳出総額４,００２万９,９３２円、歳入歳出差

引額１３万６,９３２円でございます。実質収支額も同額でございます。９５ペー

ジにつきましては、公有財産に関する調書が記載されておりますので、ご覧いただ

きたいと思います。 

以上で、平成２４年度の氷川町下水道事業、それから宅地開発事業特別会計歳入

歳出決算認定の説明を終わらせていただきます。 
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○副議長（永田義昭君） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（山下 剛君） 認定第６号、平成２４年度氷川町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算の認定についてご説明いたします。 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成２４年度氷川町後期高齢者医療

特別会計歳入歳出決算を別紙監査委員の意見を付けて議会の認定に付するものでご

ざいます。 

１１０ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。歳入総

額が１億４,８０４万９,２０６円、歳出総額が１億４,７２２万２,３８３円、歳入

歳出の差引額が８２万６,８２３円で、実質収支額と同額となります。 

歳入の主なものとしましては、１０３ページをお開けいただきたいと思います。

款の５後期高齢者医療の保険料、収入済額が１億２１０万５,５００円、不納欠損

額が１３万７,９００円、収入未済額６４万１,１００円でございます。 

歳出の主なものとしまして、１０７ページをお願いいたします。款の１０後期高

齢者医療広域連合の納付金でございます。支出済額が１億４,４５５万３,９１０円

となっております。 

以上で説明を終わります。 

○副議長（永田義昭君） 次にこの決算認定について、監査委員からの審査意見書が町

長に提出されていますので、その説明を求めます。 

遠山代表監査委員。 

○代表監査委員（遠山正敬君） 決算審査の報告をいたします。平成２４年度一般会計

及び特別会計決算が議会の認定に付されるにあたり、審査結果について報告を求め

られましたので、ご報告いたします。 

去る７月１１日付で町長より、一般会計及び特別会計決算、基金の運用状況及び

財産の状況について、地方自治法第２３３条第２項及び同法第２４１条第５項の規

定により、監査委員の審査に付す旨の通知がありましたので、予算の執行、事務事

業の執行、財産の管理等について、各課に質し、現状の把握を行い、意見書を取り

まとめ、８月２７日町長に提出した次第であります。審査するにあたり、審査の主

眼点は監査必携に記載されております決算審査の着眼点に沿って行いました。１、

各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決算事項別明細書等は関係法令に基づいて作成

されているか。２、決算の計数は正確か。３、予算の執行は適正かつ効果的に行わ

れたか。４、財政の運営状況は堅実であるか及び財産管理は適正かなどでありま

す。 

審査の結果は、各会計の決算書及び同事項別明細書、実質収支に関する調書、財

産に関する調書などは、それぞれ地方自治法施行規則に定められた様式に基づいて
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おり、また、その計数は正確であると認めました。 

財政運営については、現状では良好と判断いたしました。ただ、２４年度決算の

中で、予算の流用が２４件と例年に比べ多くあります。法的に規則的に問題はない

とはいえ、常に予算の動きに注意し、可能なかぎり補正予算に計上し、執行するの

が原則でありますので、予算の流用、充用の多用は好ましくなく、やむを得ないこ

とについてのみ最小限で執行すべきであると思います。 

不用額につきましては、減額補正もされており、また、減額の判断が難しい費用

については、理由がはっきり示されており、問題はないと思っております。 

決算額につきましては一般会計と特別会計の歳入決算総額は１１１億８,４６５

万１,４３１円、歳出決算総額１０５億２,８８９万１,０６６円、差引額６億５,５

７６万３６５円であります。翌年度に繰越すべき財源が一般会計に６,４５２万３,

０００円ありますので、実質収支額は５億９,１２３万７,３６５円となります。決

算審査意見書の様式につきましては、例年と同じで作成しております。また会計ご

とに歳入歳出の状況、税や保険料、使用料などの徴収状況、実質収支の状況などに

ついて表示しておりますので、ご一読願います。 

２５ページには、実質収支に関する調書、各会計ごとに収支の状況を記載してお

ります。審査結果は、各決算と一致し、計数にも誤りはありません。 

２６ページには、財産に関する調書、主なものについて申し上げますと、土地の

移動では、土地開発基金より買い取った土地、それから駐在所敷地、八代野菜出荷

組合敷地などの増減が生じております。建物では、竜北東小学校内にございました

住宅の解体による減少が生じております。出資等による権利には、八代ふるさと市

町村圏の財産処分により出資先が１件減じて、現在高は１９件となっております。

債権については、奨学資金貸付金や郡医師会貸付金も順次に償還され、決算年度末

現在高も減少してきております。 

２８ページ基金運用状況の審査では、各会計ごとに適正に運用されております。

特に、財政調整基金には、町会計の運用資金として活用されております。なお、宅

地開発基金は議決により廃止、新たにふるさと振興基金が設けられ、現在高は１,

２２０万８,０００円であります。 

３０ページ、３１ページには、審査を通じ感じましたことについて記しておりま

す。地方交付税の合併特例として配分されてました分につき、縮減が目前に迫って

きておると言われております。町税の伸びもかんばしくない中で、今後の地方財政

も苦しくなることは間違いないことであろうと推測します。そのような中、トマ

ト、ナシ、イチゴ、もち米の特産物のほかに、広い田畑を無駄にしないような特産

物の開発や企業の誘致などに積極的に取り組み、町民の所得の向上、人口の増加、
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また減少の歯止めなどにつなげていただきたいと思っております。このようなこと

から、町税収の伸び、財政の安定につながるということはいうまでもないことでは

ないかと思います。国の経済状況は、一応上向きの傾向にあるといわれております

が、私たちが実感できるまでには、まだ相当の時間が必要かと思われます。小中学

校の耐震化大規模改造や、道路新設改良、図書館建設など相次ぐ大型事業また、こ

れに続く事業による財政状況を危惧いたします。今後も財政の健全化へ一層の努力

をお願いして、決算審査意見及び報告といたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○副議長（永田義昭君） 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれをもって散会します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午前１１時３０分 


